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年金改革読売新聞社提言   子
育
て
世
帯
の
保
険
 
 

琵
謂
㍍
分
国
摘
㌍
つ
部
分
園
純
増
謂
つ
部
分
 
 

読
売
新
聞
社
は
、
年
金
制
度
改
革
に
関
す
る
提
言
を
ま
と
め
た
。
現
行
の
社
会
保
険
方
式
を
基
本
に
、
基
礎
年
金
 
 

の
受
給
に
必
要
な
加
入
期
間
を
2
5
年
か
ら
川
年
に
短
縮
し
、
最
低
保
障
年
金
を
創
設
し
て
月
．
5
万
円
を
保
障
す
る
の
 
 

が
柱
だ
。
基
礎
年
金
の
満
額
は
月
7
万
円
に
引
き
上
げ
る
。
年
金
改
革
の
財
源
を
確
保
し
、
医
療
・
介
護
の
需
要
に
 
 

も
対
応
す
る
た
め
、
現
行
の
消
費
税
を
目
的
税
化
し
、
税
率
川
％
の
「
社
会
保
障
税
」
を
新
設
す
る
。
す
べ
て
の
国
 
 

民
に
よ
る
応
分
の
負
担
で
享
ゑ
口
い
の
仕
組
み
を
強
化
し
、
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
で
、
超
高
齢
 
 

時
代
の
老
後
保
障
を
確
実
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
 
 

ー
受
給
額
 
 
 

11屈畠田T」  

読
売
新
聞
社
は
、
編
集
局
、
 
 

論
説
委
鼻
会
な
ど
の
専
門
記
者
 
 

に
よ
る
「
社
会
保
障
研
究
会
」
 
 

で
、
昨
年
来
、
外
部
の
有
識
者
 
 

ら
と
の
意
見
交
換
を
通
じ
て
、
 
 

人
口
減
・
超
高
齢
社
会
に
ふ
さ
 
 

わ
し
い
社
会
保
障
制
度
改
革
の
 
 

検
討
を
重
ね
て
き
た
。
 
 
 

年
金
改
革
で
は
、
①
参
加
し
 
 

や
す
い
制
度
に
し
て
未
納
∵
未
 
 

加
入
を
出
来
る
限
り
減
ら
す
②
 
 

非
正
規
労
働
者
な
ど
低
所
得
者
 
 

へ
の
保
障
機
能
を
強
化
す
る
③
 
 

医
療
・
介
護
も
視
野
に
社
会
保
 
 

障
全
体
を
見
据
え
た
も
の
に
す
 
 

る
④
全
国
民
が
応
分
の
負
担
で
 
 

支
え
合
う
＜
中
福
祉
・
中
負
担
 
 

社
会
＞
を
目
指
す
ー
の
4
点
 
 

を
重
視
し
た
。
議
論
が
活
発
化
 
 

0
 
 

年
 
 

0
 
 

25  40  
保険料納付期間一→  

回
報
関
財
那
相
即
附
 
 

料
中
心
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
 
 

る
。
2
0
0
4
年
の
年
金
改
革
 
 

で
」
今
後
の
高
齢
化
に
対
応
す
 
 

る
た
め
、
2
0
1
．
7
年
ま
で
に
 
 

保
険
料
水
準
を
現
在
よ
り
約
2
 
 

割
引
き
上
げ
る
こ
と
が
決
ま
っ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

自
営
業
者
な
ど
の
国
民
年
金
 
 

保
険
料
（
現
行
月
1
万
4
．
4
－
 
 

0
 

円
程
度
ず
つ
引
き
上
げ
ら
れ
、
 
 

し
て
い
る
「
全
額
税
方
式
」
は
、
 
 

年
金
だ
け
で
大
幅
な
消
費
税
率
 
 

ア
ッ
プ
が
必
要
と
な
り
、
医
療
 
 

・
介
護
の
財
源
確
保
が
困
難
に
 

な
る
こ
と
、
移
行
が
極
め
て
難
 
 

し
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
採
用
し
 
 

な
か
っ
た
。
 
 
 

提
言
に
あ
た
っ
て
は
、
現
行
 
 

制
度
に
つ
い
て
、
瞥
」
ろ
び
が
 
 

あ
っ
て
修
正
は
必
要
だ
が
長
い
 
 

時
間
や
巨
額
の
税
財
源
を
使
っ
 
 

て
ま
っ
た
く
違
う
制
度
に
切
り
 
 

替
え
る
の
は
、
む
し
ろ
マ
イ
ナ
 
 

ス
が
大
き
い
と
判
断
。
そ
の
う
 
 

え
で
、
保
険
料
国
を
原
則
2
5
年
 
 

間
納
め
な
け
れ
ば
受
給
で
き
な
 
 

い
、
と
い
う
加
入
期
間
を
、
川
 
 

年
に
短
縮
す
る
こ
と
に
し
た
。
 
 
 

JヽYヽ 料  

門
年
度
以
降
は
一
万
6
9
0
0
 
 

円
の
水
準
で
国
定
さ
れ
る
。
 
 
 

厚
生
年
金
は
月
給
と
賞
与
そ
 
 

れ
ぞ
れ
に
保
険
料
率
（
現
行
は
 
 

約
1
5
％
）
を
掛
け
た
金
額
を
、
 
 

従
業
員
本
人
と
事
業
主
が
半
分
 
 

ず
つ
負
担
し
て
い
る
。
た
と
え
 
 

ば
月
給
3
0
万
円
の
場
合
、
本
人
 
 

負
担
は
月
約
2
万
2
5
0
0
円
 
 

と
な
る
。
保
険
料
率
は
毎
年
9
 
 

月
に
0
‘
3
5
4
％
ず
つ
引
き
 
 

上
げ
ら
れ
、
1
・
7
年
9
月
以
降
は
 
 

柑
・
3
％
で
固
定
さ
れ
る
。
 
 

だ
が
、
1
0
年
加
入
の
受
給
額
 
 

は
月
－
万
6
5
0
0
円
の
計
算
 
 

と
な
り
、
老
後
の
安
心
に
は
不
 
 

十
分
な
こ
と
か
ら
、
最
低
で
も
 
 

月
5
万
円
を
受
給
で
き
る
よ
う
 
 

に
、
年
収
2
0
0
万
円
以
下
の
 
 

高
齢
者
世
帯
に
限
っ
た
「
最
低
 
 

保
障
年
金
」
を
創
設
す
る
。
こ
 
 

れ
に
合
わ
せ
て
、
4
0
年
間
保
険
 
 

料
を
納
め
た
場
合
の
基
礎
年
金
 
 

満
額
を
、
現
在
の
月
6
 
万
6
0
 
 

0
0
円
か
ら
月
7
万
円
に
引
き
 
 

上
げ
る
。
 
 
 

低
所
得
で
保
険
料
を
納
め
き
 
 

れ
な
い
人
た
ち
へ
の
対
策
と
し
 
 

て
は
、
現
在
あ
る
4
段
階
の
保
 
 

険
料
免
除
を
、
厚
生
労
働
省
が
 
 

職
権
で
積
極
的
に
適
用
す
る
仕
 
 

組
み
を
設
け
る
。
一
方
、
企
業
 
 

に
勤
め
て
い
る
人
の
う
ち
、
・
パ
 
 

ー
ト
な
ど
非
正
規
労
働
者
の
多
 
 

少
子
高
齢
化
と
財
源
 
2
 
 

税
方
式
の
問
題
点
 
3
 
 

事
例
で
見
る
読
売
菓
 
 

O
U
9
 
 

消
妻
税
を
抜
本
改
革
 
2
0
 
 

医
療
・
介
護
を
拡
充
 
封
 
 

く
は
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
 
 

る
が
、
保
険
料
未
納
が
少
な
く
 
 

な
い
。
こ
う
い
う
人
た
ち
が
未
 
 

納
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
事
業
 
 

主
に
保
険
料
徴
収
を
代
行
し
て
 
 

も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
 
 
 

ま
た
、
年
金
制
度
の
支
え
手
 
 

で
あ
る
現
役
世
代
の
子
育
て
を
 
 

支
援
す
る
た
め
、
出
産
後
3
年
 
 

間
は
夫
婦
の
基
礎
年
金
分
の
保
 
 

険
料
を
税
で
無
料
化
す
る
。
会
 
 

社
員
は
厚
生
年
金
保
険
料
の
う
 
 

ち
基
礎
年
金
分
（
年
収
の
約
5
 
 

％
を
労
使
で
折
半
）
が
無
料
に
 
 

な
り
、
事
業
主
の
負
担
も
減
る
。
 
 
 

政
府
は
、
基
礎
年
金
の
国
庫
 
 

負
担
を
、
現
行
の
3
分
の
ー
か
 
 

ら
、
2
分
の
1
に
引
き
上
げ
る
 
 

こ
と
を
決
め
て
い
る
。
 

の
実
現
に
必
要
な
費
用
は
、
こ
 
 

の
引
き
上
げ
分
（
年
2
・
3
挑
 
 

円
、
消
費
税
－
％
分
）
も
合
切
 
 

て
年
約
5
・
5
兆
円
（
消
費
税
 
 

2
％
分
）
に
な
る
。
2
0
1
1
 
 

年
産
ま
で
の
ス
タ
ー
ト
を
目
指
 
 

す
。
そ
れ
ま
で
に
、
現
行
5
％
 
 

の
消
費
税
を
目
的
税
化
し
て
 
 

「
社
会
保
障
税
」
に
改
め
、
税
 
 

率
を
川
％
と
す
る
。
た
だ
し
、
 
 

食
料
品
な
ど
生
酒
必
需
品
の
税
 
 

率
は
5
％
に
軽
減
。
税
収
の
使
 
 

途
は
、
医
療
、
介
護
も
含
め
た
 
 

社
会
保
障
給
付
に
限
定
す
る
。
 
 

一
方
、
制
度
の
運
用
に
当
た
 
 

っ
て
は
、
「
社
会
保
障
番
号
」
 
 

を
導
入
す
る
。
納
税
情
報
と
一
 
 

体
化
し
、
所
得
掛
群
を
確
実
に
 
 

し
て
、
年
金
は
じ
め
医
療
、
介
 
 

護
な
ど
社
会
保
障
の
負
担
と
給
 
 

付
を
一
括
管
理
、
制
度
の
透
明
 
 

性
、
効
率
性
を
高
め
る
。
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急
激
な
少
子
高
齢
化
が
進
ん
 
 

で
も
、
痔
続
可
能
な
社
会
保
障
 
 

制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
 
 

医
療
、
．
介
護
、
．
少
子
化
対
策
へ
 
 

の
財
源
の
確
保
が
極
め
て
重
要
 
 

琴  

介  
確  
11コロ乙  

に
な
る
。
 
 
 

日
本
の
人
口
に
占
め
る
6
5
歳
 
 

以
上
の
割
合
は
、
2
0
2
5
年
 
 

に
は
j
割
を
瞥
見
る
。
高
齢
社
 
 

会
白
書
（
2
0
〇
．
7
年
版
）
は
、
 
 

読
売
案
、
現
実
的
な
選
択
肢
 
 

∴〉  国民所得   
376兆円  
2006年度  

（予算ベース）  

国民所得  
540兆円  
2025年度   

（厚生労働省推計2006年5月）  

「
世
界
の
ど
の
国
も
経
験
し
た
 
 

こ
と
が
な
い
高
齢
社
会
」
と
指
 
 

摘
し
て
い
る
。
 
 
 

高
齢
化
は
必
然
的
に
医
療
・
 
 

介
護
な
ど
の
費
用
の
増
大
を
招
 
 

ぐ
。
厚
生
労
働
省
の
詠
算
に
よ
 
 

る
と
、
0
6
年
度
と
2
5
年
度
の
社
 
 

会
保
障
給
付
を
比
較
し
た
場
 
 

合
、
年
金
が
約
4
7
兆
円
か
ら
∬
 
 

兆
円
（
約
－
・
4
倍
）
に
増
え
 
 

る
の
に
対
し
て
、
医
療
は
約
2
8
 
 

兆
円
か
ら
4
8
兆
円
（
約
1
・
7
 
 

倍
）
、
介
護
は
約
7
兆
円
か
ら
 
 

1
7
兆
円
（
約
2
・
6
倍
）
と
、
 
 

伸
び
率
が
よ
り
高
く
な
る
。
 
 
 

こ
の
間
の
国
民
所
得
は
、
約
 
 

1
・
4
倍
の
伸
び
が
見
込
ま
れ
 
 て

い
る
。
年
金
給
付
の
伸
び
は
、
 
 

経
済
成
長
と
同
程
度
で
収
ま
る
 
 

が
、
笹
済
成
長
を
上
回
っ
て
伸
 
 

び
る
医
療
・
介
護
の
給
付
に
 
 

は
、
増
税
な
ど
の
新
た
な
財
源
 
 

確
保
が
必
要
だ
。
2
5
年
厨
ま
で
 
 

に
、
新
た
に
必
要
な
財
腰
を
消
 
 

費
税
に
換
算
す
る
と
、
3
％
程
 
 

度
と
い
う
試
算
も
あ
る
。
 
 

一
方
」
少
子
化
対
策
の
拡
充
 
 

も
急
務
だ
。
 
 
 

経
済
協
力
開
発
機
溝
（
O
 
 

E
C
D
）
の
調
査
（
0
3
年
）
に
 
 

よ
る
と
、
出
産
や
育
児
、
児
童
 
 

手
当
な
ど
家
族
関
係
の
支
出
額
 
 

の
G
D
P
（
国
内
総
生
産
）
比
 
 

は
」
日
木
は
0
・
7
5
％
。
ス
ウ
 
 

エ
ー
デ
ン
の
3
・
・
5
4
％
を
筆
頭
 
 

に
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
の
 
 

3
％
前
後
な
ど
と
比
較
し
て
 
 

も
、
先
進
国
の
中
で
最
低
の
レ
 
 

ベ
ル
だ
。
 
 
 

政
府
の
有
識
者
会
議
「
『
子
 
 

ど
も
と
家
族
を
応
接
す
る
日
 
 

本
』
重
点
戦
略
検
討
会
議
」
が
 
 

昨
年
1
2
月
に
ま
と
め
た
報
告
書
 
 

で
は
、
働
き
な
が
ら
の
出
産
・
 
 

子
育
て
を
実
現
す
る
た
め
、
育
 
 

児
休
業
制
度
や
保
育
制
度
の
充
 
 

実
な
ど
で
新
た
に
ー
・
5
灘
円
 
 

～
2
・
4
兆
円
程
度
の
財
源
が
 
 

必
要
と
し
た
。
児
童
手
当
の
充
 
 

・
実
な
ど
を
加
え
る
と
、
さ
ら
に
 
 

数
兆
円
規
模
の
財
源
の
上
乗
せ
 
 

が
必
要
と
な
る
。
少
子
化
対
策
 
 

に
も
、
消
費
税
換
算
で
2
～
3
 
 

％
程
度
の
新
た
な
財
源
が
求
め
 
 

ら
れ
る
と
言
え
る
。
 
 
 

増
大
す
る
医
療
、
介
護
の
給
 
 

付
を
ま
か
な
い
、
子
ど
も
を
産
 
 

み
・
育
て
や
す
い
社
会
に
す
る
 
 

た
め
の
安
定
的
な
財
源
に
最
適
 
 

な
の
が
、
景
気
に
き
っ
て
税
収
 
 

が
左
右
さ
れ
に
く
い
消
費
税
だ
 
 

ろ
う
。
現
在
の
日
本
の
消
費
税
 
 

率
5
％
は
、
O
E
C
D
諸
国
で
 
 

最
も
低
い
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
人
 
 

口
減
・
超
高
齢
社
会
の
社
会
保
 
 

障
費
用
を
ま
か
な
う
た
め
に
 

は
」
税
率
引
き
上
げ
が
欠
か
せ
 
 

な
い
。
 
 
 

読
売
実
は
、
消
費
税
を
目
的
 
 

税
化
し
て
社
会
保
障
税
を
新
 
 

設
、
税
率
を
当
面
は
1
0
％
に
す
 
 

る
。
将
来
は
さ
ち
に
引
き
上
げ
 
 

る
必
要
が
あ
る
が
、
＜
中
福
祉
 
 

・
中
負
髄
社
会
＞
を
目
指
す
に
 
 

は
、
最
高
1
5
％
程
度
に
と
ど
め
 
 

る
の
が
妥
当
 

生
酒
必
需
品
へ
の
軽
減
税
率
の
 
 

適
用
で
税
収
が
減
る
こ
と
な
ど
 
 

を
考
慮
す
れ
ば
、
年
金
改
革
に
 

充
て
ら
れ
る
消
費
税
財
源
に
は
 
 

限
界
が
あ
る
。
2
％
分
の
消
費
 
 

税
で
実
領
で
き
る
読
売
案
は
、
 
 

琶
忌
実
朝
な
選
択
肢
主
局
 
 

え
る
。
 
 

15   
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現  



平成20年4月16日（水） 読売新聞 朝刊 3面  

「税方式」難  

■
大
幅
負
担
増
 
 
 

税
方
式
で
は
、
保
険
料
で
ま
 
 

か
な
わ
れ
て
い
た
分
を
税
に
置
 
 

き
換
え
る
た
め
、
財
源
確
保
が
 
 

課
題
に
な
る
。
公
表
さ
れ
た
案
 
 

は
、
け
ず
れ
も
消
費
税
を
あ
て
 
 

る
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
税
 
 

率
ア
ッ
プ
が
欠
か
せ
な
い
。
 
 
 

新
た
に
必
要
と
な
る
費
用
 
 

は
、
給
付
の
手
厚
さ
や
移
行
措
 
 

置
に
よ
っ
て
違
う
が
、
最
も
少
 
 

な
い
ケ
ー
ス
で
も
毎
年
約
1
2
兆
 
 

円
、
多
い
場
合
は
3
0
兆
円
を
超
 
 

え
る
と
推
測
さ
れ
、
消
費
税
率
 
 

5
％
～
1
3
％
に
相
当
す
る
。
 
 
 

厚
生
労
働
省
な
ど
の
予
測
を
 
 

も
と
に
試
算
す
る
と
、
年
金
・
 
 

医
療
・
介
護
な
ど
の
社
会
保
障
 
 

年
 
 

給
付
の
た
め
に
は
2
0
2
5
 
 

ま
で
に
消
費
税
率
7
％
程
度
の
 
 

税
財
源
が
追
加
的
に
必
要
に
な
 
 

る
（
国
庫
負
担
2
分
の
1
引
き
 
 

上
げ
分
も
含
む
）
。
現
行
の
消
 
 

費
税
率
5
％
に
そ
の
分
を
上
乗
 
 

せ
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
税
率
 
 

は
1
2
％
。
税
方
式
の
財
源
を
確
 
 

保
す
る
に
は
、
医
療
■
介
護
の
 
 

費
用
を
削
る
か
、
将
来
の
標
準
 
 

年金改革   

基
礎
年
金
の
財
源
を
す
べ
て
税
で
ま
か
な
う
「
全
 
 

額
税
方
式
」
の
提
案
が
相
次
ぐ
中
、
本
社
提
言
は
、
 
 

こ
の
方
式
を
採
用
せ
ず
、
保
険
料
の
納
付
実
績
に
応
 
 

じ
て
給
付
す
る
社
会
保
倹
方
式
を
基
本
七
し
た
。
税
 
 

方
式
は
保
険
料
の
未
納
が
生
じ
な
い
な
ど
の
メ
リ
ッ
 
 

ト
よ
り
も
、
大
幅
な
消
費
税
率
引
き
上
げ
が
必
要
に
 
 

な
る
う
え
、
制
度
の
移
行
措
置
が
難
し
い
と
い
う
デ
 
 

メ
リ
ッ
ト
の
方
が
大
き
い
と
判
断
し
た
か
ら
だ
。
（
社
 
 

会
保
障
部
 
石
崎
浩
、
政
治
部
 
湯
本
浩
司
）
 
 

税
率
が
2
0
％
前
後
に
跳
ね
上
が
 
 

る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
。
 
 
 

7
5
歳
以
上
の
高
齢
者
が
多
く
 
 

な
る
こ
と
で
、
が
ん
や
脳
卒
 
 

中
、
心
臓
病
な
ど
の
生
活
習
 
 

慣
病
を
中
心
に
、
治
療
に
か
 
 

か
る
医
療
費
は
増
え
ざ
る
を
 
 

得
な
い
。
今
後
2
0
年
で
倍
増
す
 
 

る
と
見
ら
れ
る
認
知
症
患
者
へ
 
 

の
ケ
ア
も
重
要
で
、
医
療
・
介
 
 

護
の
費
用
を
削
れ
ば
、
老
後
の
 
 

暮
ら
し
の
安
心
は
大
き
く
損
な
 
 

わ
れ
る
。
 
 

芸
、
税
方
式
紅
海
れ
ぽ
保
 
 

険
料
負
担
が
な
意
思
長
い
 
 

有
朋
％
静
後
に
東
牽
制
醤
簡
 
 

広
が
打
を
見
せ
で
い
準
 

∵
 
政
府
・
与
党
の
公
苛
感
傷
唱
 
 

現
行
秒
社
会
保
険
方
式
の
維
持
だ
。
 
 

だ
が
、
税
方
式
導
入
を
主
張
す
る
議
 
 

員
連
盟
「
年
金
制
度
を
抜
本
的
に
考
 
 

え
る
会
」
 
（
会
長
・
野
田
毅
元
自
治
 
 

相
）
に
は
、
1
0
0
人
を
超
え
る
自
 
 

民
党
議
員
が
参
加
し
た
。
 
 

で
ま
か
な
う
「
全
額
税
 
 

入
を
求
め
る
声
は
、
避
 
 

基
礎
年
 
 

金  
を  
す  
鋲ミ  
■て  

錘民∫蒐瑠肖  
舞式費 内L⊥税  

でのな  
も導ど  

率
を
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
 
 

国
民
の
理
解
を
得
る
の
は
難
し
 
 

い
だ
ろ
う
。
 
 

■
不
信
の
増
幅
 
 
 

税
方
式
の
最
大
の
課
題
が
、
 
 

「
移
裾
」
だ
。
現
行
の
基
礎
年
 
 

金
塔
‥
酪
傾
の
中
心
が
保
険
料
 
 

に
な
っ
て
お
り
、
税
方
式
と
い
 
 

き
患
っ
た
く
違
う
制
度
に
す
る
 
 

市「全額税方式」への切り替え方法  
■ 霞l⊥・ぎミ￥ 

※㌻豪華議書～1ニソ・’二  藻√染や・＝ご丁ノ．1諾ヂ∴‡∴∴ 
毒震造燕審鎧薄；ご；．三こ 

⑳   月6．6万円 月6．6万円  まじめに納めて   

め  鼻に一′ 月  未納だった人も含  ∴∴≡ヲ．．：≡‡－ 主＋誓‘∴  きた人が不公        平感を抱く   
6．6万円を支給する  40年納めた人未納者  

①   6．6万円  
移行に長い年  
月がかかる箋旺   

未納期間がある人  ∵∴・∈∴L．撃．・  

40年納めた人夫納者   

巨額の我財源   

か、過去に保険料 が必要   

を払っていた人に  
40年納めた人未納者  

税
方
式
が
与
党
内
に
も
浸
透
し
た
 
 

背
景
に
は
、
社
会
保
険
庁
に
よ
る
年
 
 

金
記
録
問
題
が
あ
る
。
年
金
制
度
の
 
 

信
頼
を
失
墜
さ
せ
た
記
録
問
題
は
、
 
 

保
険
料
の
納
付
記
録
で
あ
る
年
金
記
 
 

録
が
、
長
年
に
わ
た
っ
て
ず
さ
ん
に
 
 

管
理
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
原
因
だ
。
 
 

だ
が
、
膨
大
な
記
録
修
復
な
ど
の
作
 
 

自
民
内
に
も
「
警
式
」
浮
上
に
じ
む
政
治
 
 

に
は
、
何
ら
か
の
切
り
替
え
措
 
 

置
が
必
要
に
な
る
。
 
 
 

移
行
に
は
い
く
つ
か
の
方
法
 
 

が
あ
る
が
、
最
も
簡
単
な
の
が
、
 
 

こ
れ
ま
で
保
険
料
を
き
ち
ん
と
 
 

払
っ
て
こ
な
か
っ
た
未
納
者
も
 
 

含
め
、
全
員
に
基
礎
年
金
の
満
 
 

額
を
給
付
す
る
方
法
だ
（
図
表
 
 

の
「
ケ
ー
ス
A
」
）
。
 
 
 

こ
の
方
法
の
利
点
は
、
財
源
 
 

業
は
「
エ
ン
ド
レ
ス
（
終
わ
り
が
な
 
 

い
）
」
 
（
舛
添
厚
生
労
働
相
）
。
 
 
 

税
方
式
を
導
入
す
れ
ば
、
保
険
料
 
 

が
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
年
金
記
録
 
 

そ
の
も
の
が
不
要
に
な
る
。
「
出
口
 
 

が
見
え
な
い
記
録
問
題
へ
の
嫌
気
」
 
 

（
自
民
党
中
堅
）
が
、
税
方
式
支
持
 
 

へ
と
向
か
わ
せ
て
い
る
側
面
が
あ
 
 

さ
え
確
保
で
き
れ
ば
、
す
ぐ
に
 
 

税
方
式
へ
の
切
り
替
え
が
可
能
 
 

で
、
無
年
金
や
低
年
金
の
高
齢
 
 

者
が
直
ち
に
い
な
く
な
る
こ
と
 
 

だ
。
だ
が
、
保
険
料
を
4
0
年
間
 
 

納
め
た
人
も
、
ず
っ
と
未
納
だ
 
 

っ
た
人
も
、
年
金
の
受
給
額
は
 
 

同
じ
月
6
万
6
0
0
0
円
、
と
 
 

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
保
険
料
 
 

を
ま
じ
め
に
納
め
た
人
が
棄
い
 
 

不
公
平
感
を
抱
く
こ
と
は
明
ら
 
 

か
で
、
年
金
制
度
へ
の
不
信
を
 
 

増
幅
し
か
ね
な
い
。
 
 

l
長
い
時
間
 
 
 

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
未
納
∵
 
 

新たに1年  35兆円  
ごとに必要な（約13％）  

覇
 
 

現財源  

16兆円  
（約d％）12些甲  

5．5兆円  
（約2％）  

圃睡臨  読売案  
る
。
麻
生
氏
も
月
刊
誌
「
中
央
公
論
」
 
 

3
月
号
で
雇
本
改
革
し
か
、
（
年
 
 

金
へ
の
）
国
展
の
信
頼
を
取
り
戻
す
 
 

す
べ
は
な
い
」
と
強
調
し
た
。
 
 
 

参
院
で
野
党
が
過
半
数
を
占
め
る
 
 

中
、
与
党
が
畢
三
党
の
年
金
改
革
案
 
 

を
無
視
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
も
大
 
 

き
い
。
民
主
党
実
は
当
初
、
月
7
万
 
 

ースB ケースC  

こ
の
方
式
だ
。
 
 

現
行
制
度
で
は
、
保
険
料
の
 
 

深
納
期
間
が
1
年
間
あ
る
と
、
 
 

老
後
の
年
金
が
満
額
（
月
6
万
 
 

6
0
0
0
円
）
か
ら
1
6
5
0
 
 

円
減
額
さ
れ
る
。
こ
の
減
額
ル
 
 

「
ル
を
適
用
し
な
が
ら
、
一
時
間
 
 

を
か
け
て
少
し
ず
つ
新
制
度
に
 
 

切
り
替
え
て
い
け
ぼ
、
ま
じ
め
 
 

美
保
険
料
を
納
め
た
人
の
不
公
 
 

平
感
は
解
消
で
き
る
。
 
 

だ
が
、
こ
の
方
式
だ
と
、
新
 
 

制
度
に
完
全
に
移
行
す
る
ま
で
 
 

2
0
年
～
4
0
年
程
度
か
か
り
、
無
 
 

年
金
や
低
年
金
の
問
題
も
す
ぐ
 
 

に
は
解
決
し
な
い
。
 
 

スで試算し  はいず軋も200少年度づ  

年私った人に月6．6牙円を上乗せすると想定  

た
期
間
が
あ
 
 

る
人
は
、
年
 
 

金
を
そ
の
分
 
 

式
∴
・
一
っ
－
・
い
 
 

芸
患
曳
B
）
 
 

が
次
の
選
択
 
 

肢
に
な
る
。
 
 

日
本
経
済
新
 
 

聞
社
が
提
言
 
 

し
た
の
は
、
 
 

円
程
度
の
最
低
保
障
年
金
の
創
設
を
 
 

柱
と
し
た
「
税
方
式
」
と
の
見
方
も
 
 

あ
っ
た
が
、
実
際
は
、
社
会
保
険
方
 
 

式
の
改
革
案
だ
。
だ
が
、
現
行
の
年
 
 

金
制
度
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
は
 
 

変
わ
り
が
な
い
。
 
 
 

自
民
党
内
の
動
き
に
は
、
不
安
定
 
 

な
政
局
を
に
ら
み
、
「
現
行
制
度
と
 
 

は
抜
本
的
に
異
な
る
年
金
改
革
案
を
 
 

材
料
に
、
民
主
党
と
の
協
議
に
備
え
 
 

た
い
」
と
の
思
惑
も
に
じ
ん
で
い
る
。
 
 
 

■
巨
額
の
費
用
 
 

訂
う
ー
つ
、
全
員
に
基
礎
年
 
 

金
の
満
額
を
支
給
し
た
上
で
、
 
 

き
ち
ん
と
保
険
料
を
納
め
て
き
 
 

た
人
に
は
、
そ
の
実
績
に
応
じ
 
 

て
上
乗
せ
す
る
や
り
方
が
あ
る
 
 

（
ケ
ー
ス
C
）
。
自
民
党
の
麻
 
 

生
太
郎
・
前
幹
事
長
の
案
が
こ
 
 

れ
に
あ
た
る
。
麻
生
実
は
、
消
 
 

費
税
率
を
1
0
％
に
上
げ
、
5
％
 
 

の
増
税
分
（
約
1
3
兆
円
）
を
活
 
 

用
し
て
、
高
齢
者
全
員
に
給
 
 

付
す
る
と
し
て
い
る
。
上
乗
 
 

せ
分
の
費
用
は
は
っ
き
り
し
 
 

な
い
が
、
牢
1
0
兆
円
単
位
の
 
 

巨
額
な
も
の
に
な
る
可
能
性
 
 

が
高
い
。
 
 
 

や
は
り
こ
の
ケ
ー
ス
に
該
当
 
 

す
る
野
田
毅
・
元
自
治
相
ら
の
 
 

実
の
場
合
、
給
付
額
は
月
7
万
 
 

円
で
、
上
乗
せ
の
財
源
に
は
国
 
 

民
年
金
積
立
金
（
約
1
0
兆
円
）
 
 

を
あ
て
る
、
と
し
て
い
る
。
 
 
 

結
局
、
税
方
式
へ
の
移
行
に
 
 

は
、
「
大
き
な
不
公
平
」
、
「
長
 
 

い
時
間
」
、
「
巨
額
の
費
用
」
 
 

の
い
ず
れ
か
が
壁
に
な
る
。
そ
 
 

う
い
う
リ
ス
ク
を
冒
し
て
ま
で
 
 

ま
っ
た
く
新
し
い
制
度
に
替
え
 
 

る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
 
 

疑
問
だ
。
 
 

16  



と
も
に
壁
言
す
る
。
 
 
 

こ
れ
を
た
た
き
台
の
一
つ
と
し
て
、
 
 

国
民
的
議
論
が
広
が
り
、
深
め
ら
れ
、
 
 

社
会
保
障
改
革
が
着
実
に
前
に
進
む
こ
 
 

と
を
願
う
。
 

読
売
新
聞
の
年
金
制
塵
改
革
案
は
、
 
 

現
行
の
「
社
会
保
険
方
式
」
を
基
本
的
 
 

に
維
持
し
っ
つ
、
そ
の
不
備
や
弱
損
を
 
 

大
幅
に
改
良
す
る
も
の
だ
。
 
 
 

最
低
保
障
年
金
を
創
設
 
 
 

社
会
保
険
方
式
は
、
公
的
年
金
が
国
 
 

民
相
互
の
助
け
合
い
で
あ
る
こ
と
を
前
 
 

提
と
し
、
老
後
に
備
え
る
各
々
の
努
力
 
 

を
年
金
額
に
反
映
で
き
る
。
そ
の
長
所
 
 

を
生
か
し
な
が
ら
、
老
後
の
年
金
を
一
 
 
 

年金改革読売案  
平成20年4月16日（水）  

読売新聞 朝刊 3面  日
本
の
社
会
保
障
制
度
は
 
 

こ
の
ま
ま
で
は
、
ご
く
近
い
 
 

将
来
に
必
ず
立
ち
ゆ
か
な
く
 
 

な
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

そ
う
し
た
認
識
に
立
ち
、
 
 

読
売
新
聞
は
、
年
金
改
革
の
 
 

具
体
案
を
財
源
の
在
り
方
と
 
 

威
g
乙
 
 

社
 
 

説
 
 

礎
年
金
も
連
動
し
て
増
額
す
る
た
め
、
 
 

障
害
者
の
所
得
保
障
に
も
資
す
る
。
 
 
 

無
年
金
・
低
年
金
の
人
は
ほ
と
ん
ど
 
 

い
な
く
な
り
、
生
海
保
護
に
追
い
込
ま
 
 

れ
る
高
齢
者
は
か
な
り
減
る
だ
ろ
う
。
 
 

介
護
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
 
 

保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
際
 
 

の
負
担
感
も
、
軽
減
す
る
は
ず
だ
。
 
 
 

子
ど
も
が
3
歳
に
な
る
ま
で
、
親
の
 
 

基
礎
年
金
の
保
険
料
は
無
料
に
す
る
。
 
 

若
い
親
た
ち
を
年
金
制
度
で
支
欝
る
 
 

月
5
万
円
の
最
低
 
 

保
障
年
金
を
創
設
 
 

し
、
基
礎
年
金
の
満
 
 

額
を
月
7
万
円
に
引
 
 

き
上
げ
る
。
障
害
基
 
 

定
レ
ベ
ル
で
保
障
す
る
仕
組
み
を
盛
り
 
 

込
ん
だ
。
 
 
 

具
体
的
に
は
、
受
給
資
格
を
得
ら
れ
 
 

る
最
低
加
入
期
間
を
、
現
行
の
2
5
年
か
 
 

ら
川
年
に
短
縮
す
る
こ
と
で
、
ほ
ぼ
す
 
 

べ
て
の
国
民
が
、
無
理
な
く
年
金
制
度
 
 

に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
 
 

医
療
と
介
護
も
視
野
に
入
れ
て
 
 

率
に
し
て
2
％
強
で
あ
る
。
 
 
 

無
論
、
少
な
い
金
額
で
は
な
い
が
、
 
 

「
全
額
税
方
式
」
と
比
較
す
れ
ば
、
必
 
 

要
な
税
率
の
引
き
上
げ
幅
は
、
ず
っ
と
 
 

小
さ
く
て
済
む
。
 
 
 

全
額
税
方
式
は
困
難
 
 
 

保
険
料
を
な
く
し
、
税
金
で
高
齢
者
 
 

に
等
し
く
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
全
額
 
 

税
方
式
は
、
複
雑
な
現
行
制
度
に
比
べ
 
 

る
と
、
確
か
に
分
か
打
や
す
い
。
 
 

こ
と
は
、
少
子
化
対
策
と
し
て
も
有
効
 
 

で
は
な
い
か
。
 
 
 

さ
ら
に
、
社
会
保
障
番
号
を
導
入
す
 
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
困
窮
世
帯
に
対
す
 
 

る
き
め
細
か
な
減
免
措
置
や
、
正
確
で
 
 

公
正
な
保
険
料
徴
収
を
実
現
す
る
．
。
 
 

改
革
芯
必
要
な
税
財
源
は
3
・
2
兆
 
 

円
だ
。
年
金
制
度
の
国
庫
負
腰
割
合
を
 
 

2
分
の
1
に
引
き
上
げ
る
分
を
合
わ
せ
 
 

る
と
、
5
・
5
．
兆
円
に
な
る
。
消
費
税
 
 
 

上
に
な
る
2
0
2
5
年
、
年
金
給
付
の
 
 

伸
び
が
現
在
の
1
・
4
倍
に
な
る
の
に
 
 

対
し
て
、
医
療
は
ー
・
7
倍
、
介
護
は
 
 

2
・
6
倍
に
膨
ら
む
。
 
 
 

年
金
改
革
は
、
こ
れ
を
十
分
に
視
野
 
 

に
入
れ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

全
額
税
方
式
は
、
現
行
制
度
か
ら
の
 
 

藤
行
に
も
、
大
き
な
困
難
を
伴
う
。
 
 
 

現
行
制
度
で
保
険
料
を
払
っ
て
い
る
 
 

2
0
～
6
0
歳
が
不
公
平
感
な
く
移
行
し
終
 
 

え
る
に
は
、
4
0
年
も
か
か
る
。
移
行
期
 
 

だ
が
、
少
な
く
と
も
ほ
兆
円
、
消
費
 
 

税
率
に
し
て
5
％
近
い
税
金
が
新
た
に
 
必
要
に
な
る
。
年
金
制
魔
の
み
の
た
め
 
 

に
、
大
き
く
消
費
税
率
を
上
げ
て
し
ま
 
 

え
ば
、
医
療
や
介
護
制
度
の
碓
持
・
充
 
 

実
に
あ
て
る
財
源
の
見
通
し
が
、
立
た
 
 

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
 
 
 

超
高
齢
時
代
に
ま
ず
財
政
的
危
機
に
 
 

箇
面
す
る
の
は
、
年
金
よ
り
む
し
ろ
、
 
 

医
療
・
介
護
だ
。
団
塊
世
代
が
7
5
歳
以
 
 で

の
主
張
も
あ
る
が
 
楽
観
的
に
過
ぎ
る
呵
責
気
に
は
波
が
あ
 
 

り
、
現
実
に
暗
雲
が
漂
い
始
め
た
。
社
 
 

会
保
障
の
将
来
を
税
収
の
自
然
温
に
託
 
 

す
こ
上
は
無
責
任
窄
 

消
費
税
を
「
社
会
保
障
税
」
に
替
え
 
 

て
、
目
的
税
化
す
孝
」
と
で
、
税
率
引
 
 

き
上
げ
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
得
る
 
 

べ
き
で
あ
る
」
 
 
 

食
料
品
な
ど
生
活
必
需
品
の
税
率
は
 
 

5
％
に
据
え
置
く
叫
・
他
の
品
目
に
適
用
 
 

す
る
棲
準
税
率
は
、
読
売
新
聞
が
提
言
 
 

闇
を
短
縮
し
よ
う
・
塗
す
れ
ば
、
そ
れ
に
 

応
じ
て
不
公
平
が
生
じ
る
。
過
程
が
複
 
 

雑
で
、
こ
れ
ま
で
恩
上
の
制
度
不
信
に
 
 

つ
な
が
る
懸
念
を
恕
ぐ
え
な
い
。
 
 

社
会
保
障
戯
一
轡
財
源
確
保
 
 

厚
生
労
働
省
の
推
計
下
は
、
0
7
年
度
 
 

に
約
3
0
兆
円
だ
っ
た
社
会
保
障
の
公
費
 
 

負
担
は
、
柑
年
度
に
・
な
る
と
引
兆
円
ま
 
 

で
増
大
す
る
見
通
む
だ
。
 
 
 

経
済
成
長
を
持
続
 
 

す
れ
ば
、
税
収
が
増
 
 

え
て
社
会
保
障
費
用
 
 

の
多
く
は
賄
え
る
、
 
 

す
る
年
金
改
革
案
芯
医
療
・
介
護
の
改
 
 

善
や
充
実
、
少
子
化
対
策
の
費
用
を
考
 
 

え
合
わ
せ
る
と
1
0
％
五
な
る
。
 

ま
た
、
少
子
高
齢
化
の
さ
ら
な
る
進
 
 

行
を
見
据
え
れ
ば
、
・
棲
準
税
率
は
い
ず
 

れ
」
欧
州
の
最
低
水
準
で
あ
る
1
5
％
程
 
 

度
を
嶺
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 
 

高
齢
化
そ
れ
白
休
は
憂
う
べ
き
も
の
 
 

で
は
な
い
。
多
く
の
人
が
長
寿
で
あ
る
 
 

こ
と
は
未
来
、
喜
ば
し
い
は
ず
だ
。
 
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
超
高
齢
社
会
が
 
 

暗
い
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
 
 

か
。
社
会
保
障
の
財
源
負
担
の
在
り
方
 
 

が
、
時
代
状
況
に
対
応
し
て
い
な
い
か
 
 

ら
で
あ
る
。
 
 

現
行
制
度
は
、
現
役
世
代
の
負
担
に
 
 

頼
り
過
ぎ
て
い
る
り
超
少
子
高
齢
時
代
 

に
、
・
．
社
会
保
障
を
現
行
水
準
で
維
持
し
 
 

よ
う
ど
す
れ
ば
、
支
え
る
側
は
耐
え
き
 
 

れ
ま
い
。
 
 

7
 
 
 

全
世
代
が
広
く
薄
く
、
福
祉
財
源
を
1
 
 

負
担
し
合
う
仕
組
み
を
確
立
す
る
必
要
 
 

が
あ
ろ
う
。
子
や
孫
の
世
代
が
悲
鳴
を
 
 

上
げ
「
そ
の
姿
を
見
て
高
齢
者
は
長
生
 
 

き
し
た
こ
と
を
嘆
く
ー
。
そ
ん
な
社
 
 

会
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

＜′ フnn只＿ A．1R、＞   
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現
行
の
基
礎
年
金
は
、
4
0
年
加
入
す
る
と
、
給
付
 
 

額
が
満
額
の
月
6
万
6
0
0
0
円
と
な
る
。
こ
の
満
 
 

額
を
月
7
万
円
に
増
額
し
、
保
険
料
を
支
払
い
絡
け
 
 

て
き
た
す
ぺ
て
の
人
が
、
改
革
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
 
 

る
よ
う
に
す
る
。
増
額
の
財
源
は
、
税
で
ま
か
な
う
。
 
 

こ
れ
に
よ
り
、
夫
婦
世
帯
で
も
単
身
世
帯
で
も
、
平
 
 

均
的
な
基
礎
的
消
費
支
出
を
満
額
の
基
礎
年
金
で
ま
 
 

か
な
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
 
 
 

障
害
基
礎
年
金
の
基
本
額
も
、
－
級
を
約
5
0
0
 
 

0
円
増
の
月
8
万
7
．
5
0
0
円
、
2
級
を
約
4
0
0
 
 

加
入
期
間
が
短
か
っ
た
り
、
低
所
得
で
保
険
料
を
 
 

免
除
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
で
年
金
額
が
低
く
な
る
 
 

人
た
ち
の
た
め
に
、
「
最
低
保
障
年
金
」
を
新
設
し
、
 
 

月
5
万
円
を
保
障
す
る
。
財
源
は
、
税
で
ま
か
な
う
。
 
 
 

こ
れ
に
よ
り
、
夫
婦
世
帯
で
も
単
身
世
帯
で
も
、
 
 

衣
食
住
な
ど
の
基
礎
的
消
費
支
出
の
大
半
を
、
基
礎
 
 

年
金
と
最
低
保
障
年
金
で
ま
か
な
え
る
よ
う
に
す
 
 

る
。
た
だ
し
、
最
低
保
障
年
金
に
は
所
得
制
限
を
設
 
 

け
る
。
支
給
対
象
を
年
収
2
0
0
万
円
以
下
の
青
嵐
 
 

者
世
帯
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
き
ち
ん
 
 

と
保
険
料
を
納
め
て
き
た
人
の
不
公
平
感
を
緩
和
す
 
 

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
新
た
に
年
約
8
0
0
0
億
円
が
 
 

必
要
と
な
る
。
 
 
 

受
給
資
格
期
間
を
1
0
年
に
短
縮
し
て
も
、
加
入
期
 
 

間
が
川
年
よ
り
短
い
た
め
に
年
金
受
給
権
を
得
ら
れ
 
 

な
い
人
に
対
し
て
は
、
制
度
開
始
時
に
限
っ
て
未
納
 
 

分
の
保
険
料
を
追
納
で
き
る
よ
う
に
す
る
「
特
例
納
 
 

付
」
を
実
施
す
る
。
特
例
納
付
は
無
年
金
者
を
減
ら
 
 

す
冒
的
で
、
－
9
7
0
～
8
0
年
に
か
け
て
過
去
3
回
 
 

実
施
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
同
様
の
措
置
を
今
回
も
 
 

講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
無
年
金
の
高
齢
者
を
さ
ら
に
 
 

減
ら
す
。
未
納
が
長
い
た
竺
度
に
追
納
で
き
な
い
 
 
 

受
給
資
格
を
得
る
た
め
の
加
入
期
間
は
、
現
行
で
 
 

は
原
則
2
5
年
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
1
0
年
に
大
幅
 
 

に
短
縮
す
る
。
日
本
の
受
給
資
格
期
間
は
、
米
国
の
 
 

用
年
間
、
ド
イ
ツ
の
5
年
間
な
ど
他
の
先
進
国
と
比
 
 

べ
、
長
す
ぎ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
現
在
、
無
年
 
 

金
に
な
っ
て
い
る
高
齢
者
の
多
く
が
、
1
0
年
以
上
は
 
 

加
入
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
大
部
分
は
 
 

新
た
に
月
5
方
円
以
上
の
年
金
を
受
給
で
き
る
よ
う
 
 

に
な
り
、
無
年
金
者
が
大
幅
に
減
少
す
る
。
新
た
に
 
 

必
要
と
な
る
費
用
は
、
年
－
0
0
0
億
円
程
度
と
想
 
 

定
さ
れ
る
。
 
 

上
で
新
た
に
必
要
と
な
る
費
用
は
、
年
1
兆
2
月
0
 
 

0
億
円
程
度
と
見
込
ま
れ
る
。
 
 

0
円
増
の
月
7
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
。
 
 
以  

雇
わ
れ
て
働
く
人
の
う
ち
、
パ
ー
ト
労
働
者
な
ど
 
 

で
自
営
業
者
と
同
じ
国
民
年
金
に
加
入
す
る
人
に
つ
 
 

い
て
は
、
厚
労
省
が
委
託
す
る
形
で
、
事
業
主
に
保
 
 

険
料
徴
収
を
代
行
し
て
も
ら
う
。
社
会
保
障
番
号
で
 
 

把
握
し
た
所
得
情
報
を
も
と
に
、
厚
労
告
が
事
業
主
 
 

に
徴
収
す
る
保
険
料
額
を
連
絡
、
事
業
主
は
給
与
か
 
 

ら
天
引
き
し
て
納
付
す
る
。
所
管
す
る
行
政
組
織
は
 
 

国
民
年
金
加
入
者
を
事
業
主
ご
と
に
把
挺
し
て
保
険
 
 

料
の
納
入
状
況
を
チ
ェ
ッ
ク
、
本
人
に
も
保
険
料
天
 
 

引
き
を
通
知
し
て
確
認
を
求
め
る
な
ど
、
横
領
な
ど
 
 

の
不
正
が
起
き
な
い
よ
う
に
す
る
。
 
 
 

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
現
在
月
－
万
4
4
 

円
だ
が
、
世
帯
所
得
に
応
じ
て
4
分
の
ー
免
除
、
2
 
 

分
の
1
免
除
、
4
分
の
3
免
除
、
全
額
免
除
と
、
4
 
 

段
階
の
免
除
制
度
が
あ
る
。
こ
の
免
除
を
、
本
人
の
 
 

申
請
を
待
た
ず
、
厚
生
労
働
省
が
積
極
的
に
働
き
か
 
 

け
、
同
意
を
得
た
う
え
で
職
権
で
行
う
。
現
行
で
は
、
 
 

4
段
階
免
除
は
本
人
の
申
請
が
必
要
な
た
め
利
用
者
 
 

が
少
な
く
、
低
所
得
者
は
未
納
・
未
加
入
に
陥
り
が
 
 

ち
だ
っ
た
。
そ
れ
を
職
権
で
行
う
こ
と
で
、
低
所
得
 
 

者
に
も
応
分
の
負
担
で
制
度
に
参
加
し
て
も
ら
え
る
 
 

よ
う
に
す
る
。
 
 

人
に
対
し
て
は
配
慮
措
置
を
講
じ
る
。
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な
る
パ
ー
ト
は
約
 
 

数
昇
の
負
担
増
に
 
 

育
児
世
高
の
保
険
料
無
料
化
 
 
 

厚
生
年
金
が
達
見
さ
れ
る
の
は
、
現
在
は
労
働
時
 
 

間
が
基
本
的
に
は
遇
3
0
時
間
以
上
の
人
な
の
で
、
パ
 
 

ー
ト
な
ど
短
時
間
労
働
者
の
加
入
拡
大
が
テ
ー
マ
に
 
 

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
政
府
ば
労
働
時
間
 
 

週
2
0
時
間
以
上
、
月
収
9
万
8
0
〇
 

続
1
年
以
上
、
従
業
員
3
0
0
入
超
の
企
業
に
拡
大
 
 

す
る
と
し
て
い
る
が
＼
そ
の
企
業
規
模
冬
 
「
従
業
 
 

員
1
0
0
入
超
」
乾
す
る
っ
 
 

こ
の
案
で
厚
生
誓
に
新
た
に
加
入
す
る
こ
と
に
 
 

厚
生
年
金
適
附
拡
大
 
 

出
産
後
3
年
間
」
子
供
が
3
歳
に
な
る
ま
で
、
基
 
 

礎
年
金
分
の
保
険
料
を
夫
婦
と
も
無
料
に
す
る
。
そ
 
 

の
分
は
税
で
肩
代
ゎ
り
す
る
た
め
、
年
金
受
給
額
が
 
 

減
る
こ
と
は
な
い
。
自
営
業
者
な
ど
国
民
年
金
加
入
 
 

者
は
、
現
行
月
1
万
4
4
－
0
円
の
国
民
年
金
保
険
 
 

料
を
夫
婦
と
も
に
払
わ
な
く
て
済
む
。
 
 

厚
生
年
金
加
入
膚
は
、
・
保
険
料
の
う
ち
基
礎
年
金
 
 

に
相
当
す
る
部
分
（
年
収
の
5
％
程
度
を
労
使
折
半
）
 
 

が
免
除
さ
れ
る
。
こ
秒
間
は
企
業
負
担
も
潔
く
な
り
、
 
 

社
員
に
育
児
世
帯
を
抱
え
る
企
業
へ
の
支
援
に
も
な
 
 

る
。
必
要
な
費
用
偲
年
－
兆
1
0
0
〇
 

見
込
ま
れ
る
。
 
 人

だ
が
、
今
華
中
小
零
細
 
 

慮
し
な
が
ら
適
用
拡
大
を
さ
 
 

読
売
奏
で
は
、
社
会
保
険
方
式
を
維
持
す
る
こ
と
 
 

か
ら
、
虎
険
料
徴
収
と
年
金
給
付
を
担
当
す
る
行
政
 
 

組
織
が
引
き
続
き
必
要
に
な
る
。
全
額
税
方
式
案
は
 
 

保
険
料
徴
収
の
行
政
コ
ス
ト
を
削
減
で
き
る
点
が
利
 
 

点
の
一
つ
と
さ
れ
る
が
、
た
と
え
全
額
税
方
式
に
移
 
 

行
し
て
も
、
年
金
の
給
付
業
務
の
た
め
の
組
織
や
コ
 
 

ス
ト
を
な
く
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
 
 
 

「
記
録
漏
れ
」
問
題
で
年
金
不
信
を
招
い
た
社
会
 
 

保
険
庁
は
、
．
2
恥
－
0
年
1
月
か
ら
非
公
務
員
型
の
 
 

特
殊
法
人
「
日
本
年
金
機
撃
と
な
る
。
政
府
は
、
 
 

業
務
の
外
部
委
託
な
ど
で
現
在
約
2
万
人
（
非
常
勤
 
 

職
員
含
む
）
い
る
儒
貞
規
模
の
縮
小
な
ど
を
行
う
方
 
 

針
だ
。
読
売
案
で
は
、
国
民
年
金
保
険
料
を
事
農
主
 
 

に
代
行
徴
収
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
現
在
年
約
 
 

6
0
0
億
円
か
か
っ
て
い
る
保
険
料
徴
収
コ
ス
ト
 
 

を
、
あ
る
程
度
削
減
で
き
る
。
 
 
 

さ
ら
に
十
全
国
約
－
．
8
0
0
の
市
町
村
に
年
金
業
 
 

務
の
窓
口
を
移
管
す
れ
ぼ
、
現
在
の
社
会
保
懐
事
務
 
 

席
を
削
減
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
国
民
年
金
の
 
 

保
険
料
徴
収
は
ぶ
つ
て
市
町
村
が
行
っ
て
い
た
が
、
 
 

2
．
皿
甘
＿
年
度
か
ら
社
会
保
険
庁
に
移
管
さ
れ
た
た
 
 
 

ら
に
進
め
る
。
企
業
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
に
 
 

つ
い
て
は
、
正
社
員
だ
け
で
は
な
く
パ
ー
ト
労
働
者
 
 

も
で
き
る
だ
け
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
、
支
え
手
に
 
 

な
る
と
同
時
に
自
分
の
老
後
の
備
え
を
し
て
も
ら
う
 
 

こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
 

消
費
税
を
月
的
税
化
し
て
「
社
会
保
障
税
」
を
 
 

新
設
す
る
。
療
準
税
率
は
1
0
％
ど
す
る
が
、
食
料
品
 
 

な
ど
生
活
必
需
品
に
は
軽
減
税
率
5
％
を
適
用
す
る
 
 

た
め
、
実
質
税
率
は
9
％
程
度
と
な
る
。
増
収
に
 
 

な
る
4
％
分
は
、
1
％
を
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
引
 
 

き
上
げ
に
、
†
％
を
新
制
度
（
最
低
保
障
年
金
、
育
 
 

児
世
帯
の
保
険
料
無
料
化
な
ど
）
に
あ
て
、
残
る
2
 
 

％
分
は
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
と
少
子
化
対
策
の
 
 

充
実
に
あ
て
る
．
。
団
塊
の
世
代
が
7
5
歳
以
上
に
な
 
 

る
Z
O
2
5
年
に
は
給
付
費
も
大
幅
に
増
え
る
が
、
 
 
 

・
．
幕
誓
寵
膜
輔
蘇
酢
慧
 

・
 
 

こ
れ
か
ら
は
、
7
5
歳
以
上
の
高
齢
者
が
大
幅
に
増
 
 

え
る
こ
と
で
、
医
療
、
介
護
へ
の
層
要
が
高
ま
る
。
 
 

心
身
が
弱
っ
た
お
年
寄
り
の
健
康
を
維
持
し
、
生
活
 
 

を
享
見
る
こ
と
は
、
超
高
齢
社
会
の
重
要
な
課
題
だ
。
 
 

一
方
で
、
小
児
秤
や
産
科
、
救
急
現
場
な
ど
で
の
医
 
 

師
不
足
を
解
猟
す
る
な
ど
、
医
療
不
信
を
取
り
除
く
 
 

こ
と
も
欠
か
せ
な
い
。
年
金
改
革
は
、
医
療
・
介
護
 
 

の
安
全
網
整
備
を
視
野
に
入
れ
、
少
子
化
対
策
も
含
 
 

め
た
社
会
保
障
全
体
を
見
据
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

め
、
納
付
率
の
低
下
を
招
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
 

市
町
村
に
徴
収
業
務
の
一
部
を
再
移
管
す
る
こ
と
 
 

で
、
徴
収
強
化
を
図
る
。
 
 
 

塑
濃
密
菜
葦
差
茫
漠
 
 
 

新
制
度
は
、
2
0
1
－
年
度
ま
で
の
ス
タ
ー
ト
を
 
 

目
指
す
。
一
こ
の
た
め
の
国
会
で
の
法
改
正
な
ど
、
政
 
 

治
的
な
意
思
決
定
を
早
急
に
行
う
と
と
も
に
、
立
会
 
 

保
障
番
号
の
導
入
な
ど
、
必
要
な
シ
ス
テ
ム
整
備
を
 
 

急
ぐ
。
 
 
 

年
金
、
医
療
、
介
護
な
ど
社
会
保
層
の
負
担
と
給
 
 

付
そ
括
管
理
す
る
休
制
を
撃
ス
脊
雇
用
が
流
動
 
 

化
す
る
中
で
、
転
職
に
よ
る
届
け
出
漏
れ
、
給
付
漏
 
 

れ
な
ど
が
起
き
な
い
よ
う
に
す
る
。
納
税
情
報
も
ー
 
 

紺
化
、
所
得
捕
捉
を
よ
ち
隠
実
に
し
て
、
年
金
保
険
 
 

料
の
免
除
や
最
低
保
博
年
金
の
給
付
な
ど
を
公
平
な
 
 

も
の
に
す
る
。
 
 
 

同
時
に
、
国
民
が
そ
れ
ぞ
れ
、
保
険
料
や
税
金
を
 
 

ど
れ
だ
け
負
担
し
て
い
て
、
医
療
・
介
護
の
サ
ー
ビ
 
 

ス
を
ど
れ
だ
け
受
け
て
い
る
か
、
将
来
の
年
金
受
給
 
 

額
は
ど
の
く
ら
い
に
な
る
か
な
ど
へ
自
分
に
関
す
る
 
 

情
報
を
詳
し
く
知
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
．
導
入
に
 
 

あ
た
っ
て
は
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
外
部
に
流
 
 

出
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
厳
格
な
セ
キ
ュ
リ
テ
 
 

ィ
ー
シ
ス
テ
ム
を
設
け
る
。
 
 

標
準
税
率
の
上
限
は
ほ
％
程
度
に
と
ど
め
る
。
社
 
 

会
保
障
税
の
創
設
に
あ
た
っ
て
は
、
行
財
政
改
革
を
 
 

徹
底
的
に
行
う
。
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h
ソ
 
 月

 
げ
、
老
後
の
所
得
保
障
を
充
果
さ
せ
常
 
 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
A
温
ん
実
費
の
基
礎
 
 

年
金
受
給
額
は
、
合
わ
せ
て
月
1
4
万
円
 
 

に
な
り
、
厚
生
年
金
を
合
わ
せ
た
額
も
 
 

月
2
4
万
円
皆
、
奄
共
働
き
世
帯
の
、
 
 

場
合
埠
妻
も
厚
生
年
金
を
受
給
す
る
 
 

の
で
、
東
署
合
計
の
受
給
儲
が
3
0
万
円
 
 

を
超
え
る
ケ
J
堺
も
多
そ
一
丁
だ
。
 
 
 

仮
に
A
さ
ん
夷
夢
が
と
も
に
、
厚
生
 
 

年
金
に
加
入
し
た
こ
と
が
な
い
自
営
業
 
 

算
）
も
受
け
取
れ
る
の
 
 

6
0
0
0
円
を
受
け
取
れ
る
。
美
が
会
 
 

社
員
、
妻
が
専
業
主
婦
だ
っ
た
A
さ
ん
 
 

夫
妻
の
場
合
、
夫
妻
と
も
に
4
0
年
加
入
 
 

し
て
い
れ
ば
、
受
給
額
は
世
帯
合
計
で
 
 

ほ
万
2
0
0
0
円
。
こ
の
ほ
か
に
夫
名
 
 

義
の
厚
生
年
金
人
標
準
的
な
受
給
者
男
 
 

性
で
月
相
方
円
程
度
＝
厚
生
労
働
省
試
 
 
 

基
礎
年
金
は
、
公
 

的
年
金
（
厚
生
年
金
、
 
 

共
済
年
金
、
国
民
年
 
 

金
）
に
加
入
し
た
期
 
 

間
に
比
例
し
て
、
着
 
 

後
の
受
給
額
が
増
え
 
 

る
仕
組
み
だ
。
現
在
 
 

は
4
0
年
加
入
す
る
 
 

と
、
満
額
の
月
6
万
 
 

読
売
新
聞
社
の
年
金
改
革
彗
ロ
は
、
ほ
こ
ろ
び
が
日
立
つ
現
行
制
度
を
・
「
公
平
」
 
 

↓
安
心
」
「
持
続
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
改
革
し
、
年
金
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
取
り
 
 

戻
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
塞
礎
年
金
の
給
付
を
底
上
げ
す
る
一
方
、
＜
保
険
料
 
 

無
料
＞
と
い
う
育
児
支
援
を
盛
り
込
ん
だ
の
が
特
徴
だ
。
読
売
案
で
国
民
生
活
が
ど
 
 

う
変
わ
る
甘
か
を
賂
説
す
る
と
と
も
に
、
ほ
か
の
改
革
案
を
詳
細
に
検
証
レ
た
。
 
 

読
売
案
で
は
」
基
礎
年
 
 

妻
の
年
金
 
 

る
。
】
 
 

の
掛
野
 
 

想
盲
れ
る
懐
療
や
介
護
 
 

薗
保
険
料
支
払
い
に
あ
 
 

て
る
こ
と
も
で
き
る
。
 
 

一
方
、
単
身
世
帯
に
 
 

つ
い
て
見
る
と
、
基
礎
 
 

的
消
費
支
出
の
平
均
額
 

は
月
約
7
万
円
。
や
は
 
 

り
満
額
の
基
礎
年
金
 
 

で
ヽ
底
ぼ
ま
か
な
え
る
 
 

計
算
に
な
る
。
 
 

者
だ
っ
た
場
合
は
、
夫
妻
と
も
に
基
礎
 
 

年
金
の
満
額
だ
と
、
計
何
万
円
を
受
け
 
 

取
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

潜
腰
登
れ
た
基
礎
年
金
で
、
高
齢
期
 
 

の
生
括
費
を
ど
こ
ま
で
ま
か
な
え
る
か
 
 

を
見
て
い
こ
う
。
 
 
 

総
務
省
の
家
計
調
査
に
よ
る
と
、
衣
 
 

食
住
に
か
か
る
費
用
に
光
熱
・
水
道
 
 

費
、
家
具
豪
事
用
品
を
加
え
た
基
礎
的
 
 

消
費
支
出
は
、
高
齢
者
夫
婦
2
入
幕
ら
 
 

し
の
世
帯
の
平
均
で
月
約
‖
万
1
0
0
 
 

0
再
（
左
ペ
ー
ジ
の
図
表
参
照
）
。
生
活
 
 

す
営
業
者
は
1
4
万
円
 
 

費
は
地
域
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
と
は
い
 
 

え
、
全
国
平
均
で
見
れ
ば
へ
基
礎
年
金
だ
 
 

け
の
自
営
業
者
で
も
、
．
夫
婦
合
わ
せ
て
 
 

凰
1
4
 

患
掛
な
え
る
ほ
か
、
今
後
増
え
る
と
予
 
 

鴎基礎年金の月額の変化   

20  




